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第 1章 総則 

第 1条 約款の適用 

JCOMマーケティング株式会社（以下「当社」といいます）は、この JCNインターネット加入契約

約款（港・新宿エリア）（料金表を含みます。以下「約款」といいます）により、インターネッ

ト接続サービスを提供します。なお、サービスメニューには、料金表に規定するインターネット

サービスメニューと ROSENET インターネットサービスメニューがあります。 

第 2条 約款の変更 

当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の

約款 によります。 

2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 

3 約款変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う

場合、 当該変更の内容（放送法（昭和 25 年法律第 132 号）又は電気通信事業法（昭和 59 年

法律第 86 号）の適用がある場合には、放送法第 150 条又は電気通信事業法第 26 条第 1 項に

おける提供条件の概要 を含みます。）につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、

個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、また

は当社ホームページ上の表示に より、当該変更内容を通知または周知することがあります。 

第 3条 用語の定義 

約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

用 語  用 語 の 意 味 

1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 

2 電気通信サービス 
電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電

気通信設備を他人の通信の用に供すること 

3 電気通信回線設備 
送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこ

れと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 

4 電気通信回線 
電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために

使用する電気通信回線設備 

5 インターネット接続サービス 

主としてデータ通信の用に供することを目的としてインター

ネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通

信回線設備を用いて行う電気通信サービス 

6 インターネット加入契約  
当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための

加入契約（以下「加入契約」といいます） 

7 電話約款 

KDDI株式会社が定める KDDIケーブルプラス電話サービス契約

約款又は当社が定める J：COM PHONEサービス契約約款（以下

「電話約款等」といいます） 

8 契約者 当社と加入契約を締結した者 
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9 加入申込者 当社に加入契約の申込みをした者 

10 契約者回線 当社との加入契約に基づいて設置される電気通信回線 

11 端末設備  

契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部

分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内（これに

準ずる区域内を含みます。）又は同一の建物内であるもの 

12 端末接続装置 
端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気

通信設備 

13 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 

14 自営電気通信設備 
第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であ

って、端末設備以外のもの 

15 集合住宅 

共同住宅、集合住宅で 2以上の複数世帯が入居可能なアパート

と、マンション等の賃貸又は分譲住宅で、当社が判断した住宅

（以下「集合住宅」）といいます） 

17 お相互接続事業者 
当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気

通信事業者 

18 技術基準等  

事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サー

ビスに係る端末設備等の接続の条件及び端末設備等規則（昭和

60 年郵政省令第 31 号）で定める技術基準 

19 消費税相当額 

消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）及び同法に関する法令の

規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法（昭和 25 

年法律第 226 号）及び同法に関する法令の規定に基づき課税さ

れる地方消費税の額 

20 データ伝送用設備端末等 

当社が提供するインターネット接続サービスの提供を受ける

ため、データ伝送用設備に接続して使用する端末設備又は自営

電気通信設備（端末設備等規則（昭和 60年郵政省令第 31号）

第 34条 10の各号の条件に係る機能又はこれらと同等以上の機

能を利用者が任意のソフトウェアにより随時かつ容易に変更

することができるものを除く。）であって、次のイ、ロのいず

れにも該当するもの 

イ デジタルデータ伝送用設備との接続においてインターネッ

トプロトコルを使用するもの 

ロ 電気通信回線設備を介して接続することにより当該データ

伝送用設備端末等に備えられた電気通信の機能（送受信に係る

ものに限る。）に係る設定を変更できるもの 

 

21 送信型対電気通信設備サイバ 次のイ又はロに掲げる行為 
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ー攻撃 イ 情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係

る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の

電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信（当該電気

通信の送信を行う指令を与える電気通信の送信を含 

む。）により行われるもの（ロにおいて「設備攻撃」といいま

す。） 

ロ 設備攻撃の送信先となる電気通信設備の探査のうち、電気

通信事業者がその業務上記録している電気通信の送信元、送信

先、通信日時その他の通信履歴（以下単に「通信履歴」といい

ます。）の電磁的記録により、設備攻撃に先立つて行われる当

該探査を目的とする電気通信の送信（当該電気通信の送信を行

う指令を与える電気通信の送信を含む。）であることを合理的

に特定できるものとして総務省令で定める電気通信の送信に

より行われるもの 

22 ユニバーサルサービス 

規定するに規定する以下の役務の総称をいいます。 

・第一号基礎的電気通信役務：国民生活に不可欠であるため、

あまねく日本全国における提供が確保されるべきものとして

総務省令で定める加入電話、公衆電話、緊急通報（110番・118

番・119番）の電話サービス等。 

・第二号基礎的電気通信役務：一定水準のブロードバンドサー

ビスの日本全国における安定的な提供を確保するべきものと

して総務省令で定める高速度データ伝送電気通信役務等。 

23 ユニバーサルサービス料 

ユニバーサルサービスの提供を確保するために必要な負担金

として、その使用している電気通信番号または通信サービスの

回線数に比例した額を、基礎的電気通信役務支援機関を通じ

て、事業法第 7条に規定する以下の提供に係る指定事業者に支

払うために、当社が本サービス契約者からこれらに定める方法

および金額にて徴収する料金をいいます。 

・第一号基礎的電気通信役務（加入電話、公衆電話、緊急通報

等） 

・第二号基礎的電気通信役務（高速度データ伝送電気通信役務

等） 

 

第 2章 加入契約 

第 4条 インターネット接続サービスの種類等 

加入契約には、料金表に規定する種類、品目等があります。 
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2 当社は、インターネット接続サービスの一部又は全部を変更若しくは終了することがあります。 

第 5条 加入契約の単位 

当社は、契約者回線1回線毎に1の加入契約を締結します。この場合、契約者は1の加入契約につき

1人に限ります。 

第 6条  ドメイン名及びインターネットネットワークアドレスの特定等 

インターネット接続サービスにおいて使用するドメイン名及びインターネットネットワークアド

レスは、当社がこれを指定します。 

2 契約者は、前項のドメイン名以外のドメイン名及び前項のインターネットネットワークアドレ

ス以外のインターネットネットワークアドレスを使用してインターネット接続サービスを利用す

ることはできません。 

第 7条 削除 

第 8条 契約者回線の終端 

当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契

約者回線の終端とします。なお、端末接続装置は当社が提供し、所有権も当社に帰属します。 

2 当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。 

3 契約者は、第16条（契約者が行う加入契約の解除）及び第17条（当社が行う加入契約の解除）

に定める解除の場合、直ちに端末接続装置を当社に返却するものとします。 

なお、当社に返却がない場合は、当社は、料金表に定める損害金を請求します。 

4 契約者は当社が提供した端末接続装置を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し

又は線条その他の導体を接続しないこととします。契約者は故意又は過失により接続端末装置を

故障、破損させた場合は、修理に係る実費相当分を、また、紛失及び修理不能による場合は、前

項で規定する未返却時の損害金を適用し、当社に支払うものとします。 

第 9条 加入契約申込みの方法 

加入契約の申込みをするときは、予めこの約款を承認し、当社の指定する方法により所要事項を

当社に通知するものとします。 

（1） 料金表に定めるインターネット接続サービスの種類、品目等 

（2） 契約者回線の終端とする場所 

（3） その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項 

2 第1項の規定にかかわらず、Webによる加入契約をしようとする契約者は、当社が別に定める手

続きに従って加入契約の申込みを行うものとします。 

第 10条 加入契約申込みの承諾 

当社は、加入契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。ただし、当社は、

当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、

申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。 

2 当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、

その承諾を延期することがあります。 



JCNインターネット加入契約約款（港・新宿エリア） 

 8 

3 当社は、第1 項の規定にかかわらず、次に該当する場合には、申込みを承諾しないことができ

るものとします。又、当社は承諾後においても次の各号に該当する事実が判明した場合には、違

約の責めを負うことなくその承諾を取り消すことができることとします。 

（1）当社のサービスの提供が施設設置面での技術的な理由等により困難な場合。（当社の施設設

置状況及び区域により、サービスの提供が困難であると判断した場合。） 

（2）加入申込者が自己に課せられた債務の履行を怠ったことなどがあるなど約款上要請される債

務の履行を怠る恐れがあると認められる場合。 

（3）加入申込者が当社に通知した所要事項に虚偽、不備（名義、捺印、識別のための番号及び符

号情報等の相違・記入漏れ等をいいます）がある場合 

（4）加入申込者が当社の放送する番組の著作権その他を侵害する恐れがあると認められる場合 

（5）加入申込者が未成年者、成年被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない

場合 

（6）料金等のお支払い方法について、当社が定める方法に従っていただけない場合 

（7）加入申込者がこの約款に違反する恐れがあると認められる場合 

（8）加入申込者が約款で規定するサービス以外の当社が提供するサービスの利用により発生する

自己に課せられた債務の履行を怠ったことなどがある場合 

（9）その他、当社の業務に著しい支障がある場合 

4 当社は、本人性及び年齢の確認の為身分証の提示を求めた場合、加入契約の申込みをした者は

これに応じるものとします 

第 11条 インターネット接続サービスの種類等の変更 

契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種類、品目等の変更の請求をするこ

とができます。 

2 前項の請求の方法及びその承諾については、第10条（加入契約申込みの承諾）の規定に準じて

取り扱います。ただし、変更の申込方法は当社が定める方法とします。この場合当社は、変更申

込者に承諾内容を確認する書類を交付することがあります。 

第 12条 契約者回線の移転 

契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請

求できます。 

2 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、加入契約内容の変更又は制限があ

る場合があります。 

3 当社は、第1項の請求があったときは、第10条（加入契約申込みの承諾）の規定に準じて取り扱

います。 

4 第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。 

第 13条 インターネット接続サービスの利用の一時停止及び再開 

当社は、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時停止（その

契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じ
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とします。）を行います。請求は一時停止を希望する月の前月の月末から10日以上前までに、そ

の旨を申し出るものとします。一時停止期間は、1ヶ月単位を基本とし、最長6ヶ月間とします。

期間が満了した場合は当然に再開（インターネット接続サービスを、一時停止前と同じ条件で、

再び利用することをいいます。以下同じとします。）するものとします。 

2 一時停止期間終了後、インターネット接続サービスを再開した日の属する月から6ヶ月を経過し

ていない場合、一時停止は出来ないものとします。 

3 当社は、加入契約世帯毎又は事業所毎に、一時停止及び再開を取扱います。 

第 14条 その他の加入契約内容の変更 

当社は、契約者から請求があったときは、第9条（加入契約申込みの方法）に規定する加入契約内

容の変更を行います。 

2 前項の請求があったときは、当社は、第10条（加入契約申込みの承諾）の規定に準じて取り扱

います。 

第 15条 譲渡の禁止 

契約者が加入契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができ

ません。 

第 15条の 2 契約者の地位の承継 

相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後相続する法人

若しくは合併により設立された法人は、すみやかに当社へ届け出ていただきます。なお、承継を

証明する書類の提示を求める場合が有ります。 

2 前項の場合に、相続人が2 人以上あるときは、そのうち1 人を当社に対する代表者と定め、こ

れを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。 

3 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その相続人のうちの1 人を代表者と

して扱います。 

第 15条の 3 債権譲渡 

契約者は、当社が第三者に、当社が有する契約者の料金その他の債務についての債権を譲渡する

ことがあることを予め承諾していただきます。 

第 16条 契約者が行う加入契約の解除 

契約者は、加入契約を解除しようとするときは、解約を希望する日の10日以上前にそのことを当

社指定書式により当社にその旨を申出るものとします。 

2 前項による加入契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産及び端末接続装置

等を撤去し、契約者は別に定める契約の解除に関する工事費を支払うものとします。また、撤去

に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約

者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。 

第 17条 当社が行う加入契約の解除 

当社は、次の場合には、その加入契約を解除することがあります。 

（1）第22条（利用停止）の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、
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なおその事実を解消しないとき。 

（2）電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信

設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続

ができないとき。 

（3）共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受けている契約者については、集

合住宅契約が終了した場合は、加入契約も当然に終了するものとします。 

2 前項の場合において、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、催告しないで直ちにサ

ービスの提供を停止し、その加入契約を解除することがあります。 

3 当社は、第1項の規定により、その加入契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信

設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建

物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただき

ます。 

 

第 3章 付加機能 

第 18条 付加機能の提供等 

当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。 

 

第 4章 回線相互接続 

第 19条 回線相互接続の請求 

契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、

その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続す

る旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を

行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特

定するための事項について記載した当社指定書式を当社に提出していただきます。 

2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社

又は当社以外の電気通信事業者の加入契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その

請求を承諾します。 

第 20条 回線相互接続の変更・廃止 

契約者は、前条の回線相互接続を変更・廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していた

だきます。 

2 前条（回線相互接続の請求）の規定は、回線相互接続の変更について準用します。 

 

第 5章 利用中断及び利用停止 

第 21条 利用中断 

当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中断することがあること、これに

より、当社は契約者に対しなんらの責任をも負担しないこと、第26条(利用料等の支払義務)第2
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項の場合を除き、当該中断期間中における契約者の当社に支払うべき料金等が免除又は減額され

ないこと、を契約者は承認するものとします。 

（1）当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。 

（2）第23条（利用の制限）の規定によりインターネット接続サービスの利用を制限するとき。 

（3）機器等の予期せぬ動作不良、第三者による機器等への不正アクセスまたは機器等のコンピュ

ータウイルス感染により本サービスを提供できない場合。 

（4）火災、停電または天災地変等の非常事態により本サービスの運営が不能となった場合。 

（5）法令または官公庁の命令等による措置に基づき本サービスの提供ができない場合。 

（6）その他本サービスの適正な運用上、当社が本サービスの一時的な中止または中断が必要であ

ると判断した場合。 

2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、

当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中断することがあります。 

3 前2項の規定によりインターネット接続サービスの利用を中断するときは、あらかじめそのこと

を契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 

第 22条 利用停止 

当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間（そのインターネット接続

サービスの料金その他の債務（この約款により支払いを要することとなったものに限ります。以

下この条において同じとします。）を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるま

での間）、そのインターネット接続サービスの全部又は一部の利用を停止することがあります。

なお、当該利用停止により、当社は契約者に対しなんらの責任をも負担しないこと、第26条(利用

料等の支払義務)第2項の場合を除き、当該停止期間中における契約者の当社に支払うべき料金等

が免除又は減額されないこと、を契約者は承認するものとします。 

（1）料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき（支払期日を経過し

た後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、

当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。）。 

（2）加入契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明し

たとき。 

（3）第41条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反したとき。 

（4）事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通

信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したと

き。 

（5）事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査

の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設

備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。 

（6）第6条 (ドメイン名及びインターネットネットワークアドレスの特定等) 第2項の規定に違反

したとき。 
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（7）この約款に違反した恐れのある契約者を調査するとき。 

（8）契約者回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その

他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒ん

だとき又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若し

くは自営電気通信設備を契約者回線から取りはずさなかったとき。 

（9）前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務

の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのあ

る行為を行ったとき。 

2 当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじ

めその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。 

 

 

第 6章 利用の制限 

第 23条 利用の制限 

当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めた

ときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために

必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信であって

事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制

限することがあります。 

2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。 

3 インターネット接続サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をし

たときは、その利用を制限することがあります。 

4 当社は、インターネット接続サービス利用者が、当社が提供するインターネット接続サービス

に支障を及ぼし、又は支障を及ぼす恐れがある場合には、当社所定の電気通信（インターネット

接続回線帯域を継続的かつ大幅に占有する通信手段を用いるもの）を検知し、当該電気通信に割

り当てるインターネット接続回線にかかる通信の帯域を制御することにより、インターネット接

続サービスの速度を制限することがあります。 

 

第 23条の 2 児童ポルノ画像のブロッキング 

当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するため

に、当社又は児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した

児童ポルノ画像および映像について、事前に通知することなく、契約者の接続先サイト等を把握

した上で、当該画像および映像を閲覧できない状況に置くことがあります。 

2 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報に

ついても閲覧できない状態に置く場合があります。 

3 当社は、前2項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報のみを
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対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合に

限り行います。 

 

第 7章 料金等 

第 24条 料金の適用 

当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、利用料、付加機能使用料、手続きに関す

る料金及び工事に関する費用とし、料金表に定めるところによります。 

2 料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。 

3 当社のサービス提供区域内における転居による契約者からの申告又は、加入申込者の申告によ

る別に定める特定事業者からの申告及び放送法第 2 条に定める「放送事業者」から別に定める協

力事業者を通じた申告により、当社に加入申込をする場合は、本条第 1 項の規定にかかわらず、

当社が別に定める料金表の引込・宅内工事費を適用しません。 

第 25条 同時加入に伴う利用料の割引 

当社は次に定める条件をすべて満たす場合、当社が別に定める料金表に規定する利用料の割引を

適用するものとします。 

（１） 第 26条（利用料等の支払い義務）の規定に従い基本利用料の支払いがおこなわれている。 

（２） 契約者は、当社が提供するテレビ加入契約若しくは J：COM PHONE プラス契約又はケーブ

ルプラス電話契約について、一方又は両方加入し基本番組利用料の支払いがおこなわれて

いる。 

（３） 本サービスの契約者と（2）で定める契約の契約者が同一である。 

（４） 本サービスの加入契約と（2）で定める契約で利用する施設が同一である。 

（５） 本サービスの料金の支払いと（2）で定める契約の支払が同一である。 

2 前項の適用は 1の契約に限り 1の適用に限ります。 

3 基本利用料を日割りにて請求する場合は、利用料の割引についても日割りで適用するものとし

ます。 

第 26条 利用料等の支払義務 

契約者は、その加入契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日の翌

日（付加機能の提供については、その提供を開始した日の属する月）から起算して、加入契約の

解除があった日（付加機能の廃止については、その廃止があった日の属する月）までの期間（期

間は月単位とし、提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の月に属する場合は1ヶ月間

とします。）について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規

定する利用料又は使用料（以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。）

の支払いを要します。 

2 前項の期間において、利用の一時停止等によりインターネット接続サービスの利用ができない

状態が生じたときの利用料等の支払いは、次によります。 

（1） 利用の一時停止をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払いを要します。 
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（2） 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払いを要します。 

（3） 前2号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サー

ビスを利用できなかった期間中の利用料等の支払いを要します。 

区 別  支払いを要しない料金 

契約者の責めによらない理由により、そのインタ

ーネット接続サービスを全く利用できない状態

（その加入契約に係る電気通信設備によるすべて

の通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状

態と同程度の状態となる場合を 含みます。）が生

じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から

起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 

そのことを当社が認知した時刻以後の利用でき

なかった時間（24時間の倍数である部分に限り

ます。）について、24時間毎に日数を計算し、

その日数に対応するそのインターネット接続サ

ービスについての利用料等（その料金が料金表

の規定により利用の都度発生するものを除きま

す。）。 

 

3 当社は、支払いを要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返

還します。 

第 27条 手続きに関する料金等の支払義務 

契約者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続きに関する料

金の支払いを要します。ただし、その手続きの着手前にその加入契約の解除又は請求の取消しが

あったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社

は、その料金を返還します。 

第 28条 工事に関する費用の支払義務 

契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の

支払いを要します。ただし、工事の着手前にその加入契約の解除又は請求の取消し（以下この条

において「解除等」といいます。）があったときは、この限りでありません。この場合、既にそ

の料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。 

2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事

に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担

していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当

額を加算した額とします。 

第 28条の 2（ユニバーサルサービス料の支払義務） 

契約者は、ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームページに規定する「ユニバー

サルサービス料」の支払いを要します。 

ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームページは、次のとおりです 

（ブロードバンドのユニバーサルサービス制度について） 

https://group-companies.jcom.co.jp/sites/default/files/group-companies/common/yakkan/9

4033/broadband-universal_94033.pdf  

https://group-companies.jcom.co.jp/sites/default/files/group-companies/common/yakkan/94033/broadband-universal_94033.pdf
https://group-companies.jcom.co.jp/sites/default/files/group-companies/common/yakkan/94033/broadband-universal_94033.pdf
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第 29条 利用料等の計算方法 

当社は、契約者が加入契約に基づき支払う料金のうち、利用料等は当社が別に定める方法により

計算します。 

第 29条の 2 端数処理 

料金その他の計算において、その計算結果に1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨

てます。 

第 30条 割増金 

契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額（消費税相

当額を加算しない額とします。）の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、

当社が別に定める方法により支払っていただきます。 

第 31条 延滞処理 

契約者は、料金その他の債務について、当月の支払期日にお支払いがない場合で、翌月分とあわ

せてお支払いいただくこととした翌月の支払期日を経過してもなお支払いがない場合（当社が支

払いを確認できない場合も含みます。）には、別に定める延滞手数料を加算して当社に支払って

いただきます。 

2 前項の延滞処理にもかかわらず、契約者は、料金その他の債務（延滞手数料は除きます。）に

ついて、支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、第1回目支払期日の翌日から支払いの

日の前日までの日数について、年利14．5％（年当りの割合は、閏年の日を含む期間についても、

365日当りの割合とします。）の割合で計算して得た額を遅延損害金として当社に支払っていただ

きます。 

第 32条 期限の利益の喪失 

契約者は料金その他の債務について一部でも履行を遅延したときは、当社の請求により当社に対

する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務の弁済をして頂きます。 

 

第 8章 保守 

第 33条 当社の維持責任 

当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則（昭和60 年郵政省令第30 号）

に適合するよう維持します。 

第 34条 契約者の維持責任 

契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただき

ます。 

第 35条 設備の修理又は復旧 

当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧

することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要

する通信を優先的に取り扱うため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理又は復旧します。

この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機
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関との協議により定めたものに限ります。 

順位 修理又は復旧する電気通信設備 

1 

気象機関に設置されるもの 

水防機関に設置されるもの 

消防機関に設置されるもの 

災害救助機関に設置されるもの 

警察機関に設置されるもの 

防衛機関に設置されるもの 

輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 

通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 

電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 

2 

ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 

水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 

選挙管理機関に設置されるもの 

別記 3の基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置される

もの 

預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 

国又は地方公共団体の機関に設置されるもの（第 1順位となるものを除きま

す。） 

3 第 1順位及び第 2順位に該当しないもの 

第 36条 契約者の切分け責任 

契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備（当社が別に定めるところにより当社と保守契約

を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとしま

す。）が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備

が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを

確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。 

2 前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社又は当社が指定する者が当社が

別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。 

3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと

判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結

果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要し

た費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。 

 

第 9章 損害賠償 

第 37条 責任の制限 

当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由に
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よりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態（そ

の加入契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態

と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。）にあることを当社

が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を

賠償します。 

2 前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあるこ

とを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間（24時間の倍数である部分に限ります。）

について24時間毎に日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用

料等の料金額（料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、インターネット

接続サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月（1の歴月の起算日

（当社が加入契約毎に定める毎歴月の一定の日をいいます。）から次の歴月の起算日の前日まで

の間をいいます。以下同じとします。）の前6料金月の一日当たりの平均利用料（前6料金月の実

績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額）により算出しま

す。）を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。 

3 第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供を

しなかったときは、前項の規定は適用しません。 

4 前三項の規定にかかわらず、当社は、インターネット接続サービスの利用により発生した契約

者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害、及びインターネット接続サービスを利用で

きなかったことにより発生した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害に対し、

いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。 

第 38条 インターネット接続サービス内容の変更及び終了 

当社は、インターネット接続サービス内容を変更又は終了することがあります。なお、変更又は

終了によって起こる損害賠償には応じません 

第 39条 免責 

当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、第37条（責任の制限）の規定に

よるほかは、何らの責任もおいません。 

2 当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理、

又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害

を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損

害を賠償しません。 

3 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更（以下こ

の条において「改造等」といいます。）を要することとなる場合であっても、その改造等に要す

る費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接

続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定又は変更により、現に契約者回線に接続

されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に

要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。 
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第 10 章 雑則 

第 40条 承諾の限界 

当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難

なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払いを現に怠り若

しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があると

きは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知

します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。 

第 41条 利用に係る契約者の義務 

当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有

若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地

主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、

これに関する責任は契約者が負うものとします。 

2 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、

建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。 

3 契約者は、当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解

し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天

災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信

設備の接続、若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。 

4 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える

行為 

とします。 

5 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が加入契約に基づき設

置した電気通信設備に他の機械、付加部品等（インターネット接続サービスを同時に複数の自営

端末設備又は自営電気通信設備で利用できるようにする設備を含む。）を取り付けないこととし

ます。 

6 契約者は、当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管

することとします。 

7 契約者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、当社が指定す

る期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。 

8 契約者は、インターネット接続サービスを利用して、国内外の法令等を犯す行為を行なわない

こととします。 

9 契約者は、インターネット接続サービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な

支障を与える行為を行なわないこととします。 

10契約者は、インターネット接続サービスを利用する権利を有償、無償を問わず再販売し、第三

者に利用させないものとします。 
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11 契約者は、インターネット接続サービスとサービス用設備（第三者へサービスを提供するため

の通信設備、電子計算機、その他の機器及びソフトウェア）を接続しないものとします。 

12 契約者は、インターネット接続サービスを利用するにあたり、以下の各号の内容に該当する行

為を行なわないものとします。 

（1） 当社を含む第三者の権利、財産、知的財産権（特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標

権等）、又はプライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、若しくはそれに結びつく恐れ

のある行為 

（2） 当社を含む第三者を不当に差別若しくは誹謗中傷・侮辱し、当社を含む第三者への不当な

差別を助長し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為、若しくはそれに結びつく恐れ

のある行為 

（3）詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつ

く恐れの高い行為 

（4）わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待に相当する画像、映像、音声若しくは文書等を送信

又は表示する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販

売を想起させる広告を表示又は送信する行為 

（5）薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、若しくは結びつく恐れの高い行為、又は未承認医

薬品等の広告を行う行為 

（6）貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為 

（7）無限連鎖講（ネズミ講）を開設し、又はこれを勧誘する行為 

（8）当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、又は消去する行為 

（9）他者になりすまして本サービスを利用する行為 

（10）ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為 

（11）無断で他者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は社会通念上他者に嫌

悪感を抱かせる、若しくはその恐れのあるメールを送信する行為 

（12）他者の設備等又はインターネット接続サービス用設備の利用若しくは運営に支障を与える

行為、又は与える恐れのある行為 

（13）違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行           

為 

（14）違法行為（けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、

脅迫等）を請負し、仲介し又は誘引（他人に依頼することを含む）する行為 

（15）人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通

念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為 

（16）人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶ恐れの高い自殺の手段等を紹

介するなどの行為 

（17）他人を欺き錯誤等に陥れ、他人のID、パスワード又はその他の情報等を取得する行為又は

取得する恐れのある行為 
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（18）その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目

的でリンクをはる行為 

（19）法令に違反する行為 

（20）その他、公序良俗に違反し、又は他者の権利を侵害すると当社が判断した行為 

（21） インターネット接続サービスの信用を毀損する行為、又は毀損する恐れのある行為 

第 42条 情報等の削除等 

当社は、契約者のインターネット接続サービスの利用が第41条（契約者に係る情報の取扱）第12

項の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ

当社が必要と認めた場合、又はその他理由でインターネット接続サービスの運営上不適当と当社

が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずるこ

とがあります。 

（１） 第41条（利用に係る契約者の義務）第12項の各号に該当する行為をやめるように要求しま

す。 

（２） 他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行うよう要求します。 

（３） 契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。 

（４） 事前に通知することなく、契約者が発信又は常時する情報の全部若しくは一部を削除し、

又は他者が閲覧できない状況に置きます。 

2 前項の措置は契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際

しては自己責任の原則が尊重されるものとします。 

第 42条の 2 検査 

当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備に異常がある場合その

他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者にその自

営端末設備又は自営電気通信設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを

求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32

条第 2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。 

2 第 1項の検査を行う場合、自営端末設備又は自営電気通信設備の設置の場所に立ち入るときは、

当社の係員は、所定の証明書を提示します。 

3 第 1 項の検査を行った結果、自営端末設備又は自営電気通信設備が技術基準及び技術的条件に

適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備若しくは自営電気通信設備を

契約者回線等から取りはずしていただきます。 

第 42条の 3 注意喚起 

当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構がサ

イバーセキュリティの確保のための措置を十分に講じていないと認められる電気通信設備に関し

て行う助言及び情報の提供に従って、送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信

役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該電気通信設備の IP アドレ

ス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うこと
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があります。 

第 42条の 4 ソフトウェアの更新 

電気通信回線設備を通じて外部から制御可能な状態で、データ伝送用設備端末等を接続する場合

は、他者から意図しない制御ができないよう、当該端末等の電気通信の機能に係るソフトウェア

を更新されていなければなりません。 

当該更新とは、当該端末に他者から制御可能な脆弱性が発見され、かつ当該端末の製造業者が提

供するソフトウェアアップデートが周知された場合に、当該端末にソフトウェアアップデートを

適用することを指します。 

第 42条の 5 送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信の禁止 

当社は、データ伝送用設備端末等の送信型対電気通信設備サイバー攻撃（電気通信事業者がその

業務上記録している通信履歴の電磁的記録により送信元の電気通信設備が本約款第3条（用語の定

義）21号に規定する電気通信又は同号ロの総務省令で定める電気通信の送信の送信元であること

を合理的に特定できるものに限ります。）の送信を禁止します。 

第 43条 ID及びパスワードの管理責任 

料金表に規定するインターネットサービスメニューの契約者が本サービスのメールアドレス等の

取得、各種オプションサービスの申込み等で使用するログインIDについては、当社がこれを指定

します。契約者は、指定された以外のログインIDを利用することはできません。 

2 契約者は、自己のID（当社が付与するログイン名、メールアカウント名。以下同じとします。）

及びこれに対応するパスワードの使用及び管理について全ての責任を負うものとします。 

3 契約者は、自己の設定したパスワードを失念した場合は直ちに当社に申し出るものとし、当社

の指示に従うものとします。 

4 契約者は、第一項に規定する責任を怠り、第三者が契約者のID及びこれに対応するパスワード

を使用し、インターネット接続サービスを利用した場合、当該第三者のインターネット接続サー

ビスの利用に対して全ての責任を負うものとします。  

第 44条 相互接続事業者のインターネット接続サービス 

契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合にお

いて、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものと

して、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。 

2 加入契約の解除があった場合は、その解除があったときに、当社の相互接続事業者のインター

ネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。 

第 45条 通信の秘密 

当社は、電気通信事業法（昭和 59 年法律第 86 号）第 4 条（秘密の保護）及び電気通信事業にお

ける個人情報保護に関するガイドライン（平成 16年総務省告示第 695号）に基づき、契約者の通

信の秘密を守ります。 

2 次に掲げる場合は、通信の秘密の適用除外とするものとします。 

（１） 通信当事者の同意がある場合。 
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（２） 刑事訴訟法（昭和 23 年法律第 131 号）第 218 条（裁判官の発する令状による差押等）に

基づく強制の処分が行われる場合。 

（３） 正当業務行為、正当防衛、緊急避難等の違法性阻却事由がある場合。 

第 45条の 2 契約者に係る情報の取扱 

当社は、個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号）、個人情報の保護に関する基本方

針（平成 16年 4月 2日閣議決定）、放送受信者等の個人情報の保護に関する指針（平成 16年総務

省告示第 696号）及び電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン（平成 16年総務

省告示第 695 号）に基づくほか、当社が別途掲示する個人情報保護ポリシー及びこの約款の規定

に基づいて、契約者の個人情報を適切に取扱うものとします。 

2 当社は契約者の個人情報を次に掲げる目的のために利用するものとします。 

（１） 契約者の確認、サービスを提供するための工事の施工等の業務、サービスのメンテナンス、

変更・解約等に関する諸手続き、番組誌等の送付、及び料金請求や収納業務などのため。 

（２） 契約者の個人情報の集計・分析を行い、個人が識別、特定できないように加工した統計資

料を作成し、あるいはアンケート調査及びその分析を行い、新規サービスの開発やサービ

スレベルの維持・向上を図るため。 

（３） 契約者に電子メール、郵便等により、又は電話することにより、当社の各種サービス、又

は業務提携先などの商品やサービス等の情報を提供するため。なお、契約者は別途定める

方法で届出ることにより、これらの取扱いを中止させたり、再開させたりすることができ

るものとします。 

（４） 契約者から個人情報の取扱いに関する同意を得るために、電子メール、郵便等により連絡

し、又は電話するため。 

（５） 契約者との電話応対時に通話録音することにより、お問い合わせ内容・ご意見・ご要望等

を正確に把握しサービスの向上に活かすため、及び応対品質の向上を図り顧客満足度を高

めるため。 

（６） 上記（1）～（5）の他、契約者から同意を得た場合において、その範囲内で利用するため。 

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあってはその限りではないものとします。 

（１） 法令に基づく場合。 

（２） 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ること

が困難であるとき。 

（３） 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人

の同意を得ることが困難であるとき。 

（４） 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行する

ことに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の

遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

4 当社は、契約者の加入契約の解約日より 7 年を限度として、第 2 項（1）～（5）に定める利用

目的のために個人情報を取扱うものとします。ただし、契約者であったときのサービスの利用に
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係る債権・債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合には 7 年の限度を超えて利用するこ

とができるものとします。 

5 当社は、第 2 項に規定する利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部又

は一部を業務委託先に預託することができるものとします。 

6 当社は、次に掲げる場合を除き、第三者に個人情報を提供しないものとします。 

（１） あらかじめ本人の同意を得た場合。 

（２） 契約者のサービス利用に係る債権・債務の特定、支払い及び回収のため必要な範囲でクレ

ジットカード会社等の金融機関に個人情報を開示する場合。 

（３） 刑事訴訟法（昭和 23 年法律第 131 号）第 218 条（裁判官の発する令状による差押等）そ

の他、同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には当該処分の定める範囲で、また

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律（平成

13年法律第 137号）第 4条（発信者情報の開示請求等）に基づく開示請求の要件が満たさ

れている場合。 

（4）個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号）で認められている場合。 

第 46条 技術的事項及び技術資料の閲覧 

当社は、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接

続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。 

第 47条 約款の効力 

約款のいずれかの条項が関係法令等の変更又は新設により、無効又は執行不能と判断された場合、

係る無効又は執行不能な条項は、当該条項を規定した意図に最も適合する有効かつ執行可能な関

係法令等に基づく条項に置き代えられるものとします。その他の条項はなお効力を有し存続する

ものとします。 

第 48条 営業区域 

営業区域は、別記4に定めるところによります。 

第 48条の 2 サービスエリア 

この約款により当社がインターネット接続サービスを提供する地域（以下「サービスエリア」と

いいます）は、第48条（営業区域）の地域とし、施設設置状況及び区域により、利用できるサー

ビスが決まるものとします。 

2 当社は、前項のサービスエリアを必要に応じて変更することができるものとします。 

第 49条 閲覧 

この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。 

第 50条 合意管轄 

インターネット接続サービス及び加入契約に関し、当社と契約者との間に紛争が生じた場合、当

社の本店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所及び東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を

第1審の専属的合意管轄裁判所とします。 
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第 51条 準拠法 

この約款に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。 

第 52条 言語 

この約款の適用及び解釈にあたっては、日本語を有効言語とし、日本語以外で解釈されたもの、

翻訳物はなんら効力を持たないものとします。 
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クレジットカード支払に関する特約 

1．契約者は、契約者が支払うべき当社の提供するサービスの利用料、工事費等の一切の債務を、

契約者が指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規約に基づいて支払います。 

2．契約者は、契約者から申し出をしない限り継続して前項と同様に支払います。また、当社が、

契約者が届け出たクレジットカードの発行会社の指示により、契約者が届出たクレジットカード

以外のクレジットカード番号で代金請求した場合も前項と同様に契約者は支払います。 

3．契約者は、当社に届出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合はもちろん、契

約者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払状況によっては、当社又は契約者の指定

したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除されても、異議を申し立てない

こととします。 

 

預金口座振替規定  ※ゆうちょ銀行支払いは除きます。 

1．契約者は、契約者が支払うべき当社の提供するサービスの利用料、工事費等の一切の債務につ

いて、当社から銀行、信用金庫、信用組合、農協等（以下「銀行」といいます。）に請求書が送付

されたときは、契約者に通知することなく、請求書記載の金額を預金口座から引落しのうえ支払

うことを承諾します。この場合、契約者は、預金規定又は当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、

払戻請求書の提出又は小切手の振出しはしないこととします。 

2．契約者は、銀行が預金口座からの引落し日（以下、振替日といいます。）において請求書記載

金額が預金口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)

を超える場合、契約者に通知することなく請求書を返却すること、また振替の指定日以降に再度

振替えることを承諾します。 

（1）契約者は、預金口座振替を解約するときは、銀行に書面により届出ます。なお、この届出が

なく長期間にわたり当社から請求がない等相当な理由がある場合、契約者から特に申し出

が無い限り銀行は預金口座振替が終了したものとして取扱うことを承諾します。 

（2）契約者は、振替日が変更された場合は、請求書に記載された日をもって処理することを承諾

します。 

（3）契約者は、サービスの追加又は変更があった場合も、本規定が適用されることを承諾します。 

契約者は、この預金口座振替について紛議が生じても、銀行の責めによる場合を除き、銀

行に異議を申し立てないこととします。 

 

モバイル決済受付端末の利用について 

加入申込者は、加入申込者が支払うべき当社の提供するサービスの利用料、工事費等の一切の料

金を支払う決済情報として、加入申込者が指定するクレジットカード情報またはキャッシュカー

ド情報について以下のとおり同意するものとします。 

 

（1）加入申込者は、加入申込者が支払うべき当社の提供するサービスの利用料、工事費等の一切
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の料金を、上記クレジットカード支払に関する特約又は預金口座振替規定に同意のうえ、

モバイル決済受付端末を利用して登録したクレジットカード又は預金口座振替にて支払い

ます。 

（2）加入申込者は、モバイル決済受付端末を利用しない場合、当社が指定する書面にてクレジッ

トカード情報又は口座振替情報を登録するものとします。 

（3）加入申込者は、モバイル決済受付端末を利用する際、金融機関への本人確認を目的として加

入申込 

者の指定したキャッシュカードの暗証番号の入力を行うものとします。 

（4）加入申込者は、モバイル決済受付端末を利用した際の伝票（お客様控）を、保管するものと

します。  

 

 

別記 1（第 7条、第 24 条関係）別に定める特定事業者 

JCOMマーケティング株式会社、株式会社ケーブルネット下関 

 

別記 2（第 24条関係）料金の支払方法 

1．契約者は、インターネット接続サービスの料金について、支払期日の到来する順序に従って支

払うものとします。 

2．契約者は、各月のインターネット接続サービスの料金及び工事費等を金融機関の預金口座振替

又はクレジットカード支払いによる方法で、当社の定める期日までに毎月支払うものとします。 

3．前項にかかわらず、当社が特に認める場合には、契約者は銀行振込又は当社が定めるその他の

方法で支払うことができますが金融機関等に係る振込手数料は、契約者の負担とします。 
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別記 3（第 35条関係）表中第 2 順位に規定する基準 

区 分 基 準 

1 新聞社 

次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 

（1） 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議する

ことを目的としてあまねく発売されること。 

（2） 発行部数が、1の表号について 8，000部以上あること。 

2 放送事業者 
電波法（昭和 25年法律第 131号）の規定により放送局の免許を受けた

もの。 

3 通信社 

新聞社又は放送事業者にニュース（1欄の基準のすべてを備えた日刊

新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情

報（広告を除きます。）をいいます。）を供給することを主な目的と

する通信社 

 

別記 4（第 47条関係）営業区域 

営業区域 東京都 港区、新宿区の一部 

 

別記 5（第 24条関係）別に定める協力事業者 

KDDI株式会社 
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料金表 1 

 

通則 

（料金表の適用） 

1．インターネット接続サービス（以下「本サービス」といいます）に関する料金の適用について

はこの料金表の規定によります。 

（料金の変更） 

2．当社は本サービスに関する料金を変更することがあります。この場合には、変更後の料金によ

ります。 

（消費税相当額の加算） 

3．約款の規定により、料金表1に定める料金について支払いを要する額は、料金表1により算出さ

れた請求額に消費税額を加算した額とします。なお、実際のご請求金額と、この料金表1に規定す

る税込料金額の合計額が異なる場合があります。 

（料金の臨時減免について） 

4．当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、約款の規定にかかわらず、臨時に、

その料金を減免することがあります。当社は料金の減免を行ったときは、当社に掲示する等の方

法により、その旨を周知します。 

 

 

第 1表 利用料等 

1．利用料 

1－1．適用 

利用料の適用については約款第26条（利用料等の支払義務）によるほか、次のとおりとします。 

1－2．料金額 

 インターネット接続サービスには、次表の品目及び、提供の形態による区分があります。 

本サービスは、当社が認める場合を除き、平成26年5月31日をもって、新規、変更、追加の申込み

受付を終了するものとします。 

【インターネットサービスメニュー】※平成23年4月1日からサービスの提供を開始します。 

品目 内 容 単 位 料金額（月額） 

スピードス

ター160 

※注 1 

下り速度上限を 160Mbps、上り

速度上限を 10Mbpsとするサー

ビス 

1の契約者

回線毎に 

5,980円（税込 6,578円） 

端末接続装置使用料（1台分）を含む。 

5 メールアカウント（メールボックス容量

2GB）及び 5 ホームページアカウント（ホー

ムページ容量 100MB）の利用料金を含む 
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プレミアム  
下り速度上限を 30Mbps、上り速

度上限を 2Mbpsとするサービス 

1の契約者

回線毎に 

4,980円（税込 5,478円） 

端末接続装置使用料（1台分）を含む 

5メールアカウント（メールボックス容量

2GB）及び 5ホームページアカウント（ホー

ムページ容量 100MB）の利用料金を含む 

スタンダー

ド 

下り速度上限を 15Mbps、上り速

度上限を 1Mbpsとするサービス 

1の契約者

回線毎に 

3,980円（税込 4,378円） 

端末接続装置使用料（1台分）を含む 

5メールアカウント（メールボックス容量

2GB）及び 5ホームページアカウント（ホー

ムページ容量 100MB）の利用料金を含む 

ライト 

下り速度上限を 2Mbps、上り速

度上限を 256kbps とするサービ

ス 

1の契約者

回線毎に 

3,030円（税込 3,333円） 

端末接続装置使用料（1台分）を含む 

5メールアカウント（メールボックス容量

2GB）及び 5ホームページアカウント（ホー

ムページ容量 100MB）の利用料金を含む 

 

1－3．利用の一時停止、停止に係る料金額 

サービスの種類 単 位 料金額（月額） 

インターネット接続サービス  1の契約者回線毎に  1,500円（税込 1,650円） 

 

2．付加機能利用料 

2－1．適用 

付加機能利用料の適用については、約款第26条（利用料等の支払義務）に定めるところによりま

す。 
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2－2．付加機能の種類等 

区 分 提供条件 

付加機能の利用については、当社が認める場合を除き、平成26年5月31日をもって、新規、変更、

追加の申込み受付を終了するものとします。 

区 分 提供条件 料金（月額） 

メールアカウ

ント追加 

 

あらかじめ利用者（付加サー 

ビスの提供を受ける契約者

をいいます。以下同じとしま 

す。）に無料で割り当てたメ

ールアカウント（5個）の他

にメールアカウントを追加

できるサービスをいいます。 

1．当社は利用者の1つの契約者回

線につき、追加できるメールアカ

ウントの数の上限を95個としま

す。 

2．当社は、技術上又はやむを得

ない理由があるときは、メールア

カウントを変更していただくこ

とがあります。その場合、あらか

じめそのことを利用者にお知ら

せします。 

1メールアカウント毎

に 

200円（税込220円） 

ホームページ

容量追加 

あらかじめ利用者に割り当

てられたホームページ容量

（100MB）の他にホームペー

ジ容量を追加できるサービ

スをいいます。 

当社は利用者の1つのホームペー

ジにつき追加できるホームペー

ジ容量の上限を、 10MB単位で

200MB とします。 

 

10MB 毎に 

200円（税込220円） 

IP アドレス追

加 

 

あらかじめ利用者に割り当

てられた IP アドレス数（1

個）の他に、IP アドレスの

同時払い出し数を追加でき

るサービスをいいます。 

※注 1 

端末設備を最大で8台まで接続可

能です。 

1台毎に 

800円（税込880円） 

PC プロテクシ

ョンプラス 

あらかじめ利用者に割り当

てられたクライアント型セ

キュリティサービス（1個）

の他にメールアカウントに

対し PCプロテクションプラ

スを追加できるサービスを

いいます。 

99個までお申込が可能です。 
追加のPC1台毎に 

400円（税込440円） 
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無線 LAN内蔵モ

デム 

1.端末接続装置に無線 LAN

ルーター機能を追加できる

サービスをいいます。 

2. 無線 LAN ルーター機能の

追加は、端末接続装置の交換

が必要になります。 

1台までお申込みが可能です。 

品目がスピードスター

160又はプレミアムの

場合 

無料 

品目がライト又はスタ

ンダードの場合 

300円（税込330円） 

ケ ー ブ ル TV 

Wi-Fi 

株式会社ワイヤ・アンド・ワ

イヤレスが提供する公衆無

線 LAN サービス（ケーブル

TVWi-Fi）を追加で利用でき

るサービスをいいます。 

※注 2 

利用者の1つの契約者回線につ

き、1IDまでお申込みが可能です。 

品目がスピードスター

160又はプレミアムの

場合 

無料 

品目がライト及びスタ

ンダードの場合 

239円（税込262円） 

注1．無線LAN内蔵モデムの付加機能を利用する場合は、IPアドレス追加はできません。 

注2．ケーブルTV Wi-Fiは、株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレスの「公衆無線LANサービス契約

約款」、「ケーブルTV Wi-Fiサービス利用規約」及び当社が別に定める「JCNインターネット加入

契約者向けケーブルTV Wi-Fiサービス提供規約」により提供します。 

 

3．解除料 

3－1．（削除） 

3－2．（削除）  
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第 2表 手続きに関する料金等 

 

1．適用 

手続きに関する料金等の適用については約款第27条（手続きに関する料金等の支払義務）及び第

31条（延滞処理）第1項によります。 
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2．料金額 

2―1 延滞処理に伴う手数料 

区 分 単 位 手数料の額 

延滞手数料  1の契約者回線毎に  600円（税込 660円） 

 

2－2 その他の手続きに伴う手数料 

区 分 単 位 手数料の額 

契約事務手数料 1手続き毎に 3，000円（税込 3，300円） 

サービス品目変更手数料 1手続き毎に 別に算定する実費相当額 

その他の手続きに関する

手数料 
1手続き毎に 別に算定する実費相当額 

支払い証明書発行手数料

及びコンビニエンススト

ア対応振込票発行手数料 

1手続き毎に  190円（税込 209円） 

 

 

第 3表 工事に関する費用 

1．適用 

工事に関する費用の適用については約款第 28条（工事に関する費用の支払義務）によるほか、次

のとおりとします。 

工事費の適用 

工事費の算定 
工事費は、工事を要することとなる契約者回線等又は交換機操作

台等において行う 1の工事毎に算定いたします。 

2．料金額 

2－1．本サービス又は付加機能の利用開始に関する工事の場合 

区  分 単  位 料金額 

本サービスの利用開始に関する工事 

※注 3 
1の契約者回線ごとに 

別に算定する実費相当額 

※注 4 

付加機能の利用開始に関する工事 1の契約者回線ごとに 
別に算定する実費相当額 

※注 4 
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2－2．本サービス又は付加機能の解除に関する工事の場合 

区  分 単  位 料金額 

契約の解除に関する工事 

※注 3 
1の契約者回線ごとに 

別に算定する実費相当額 

※注 4 

付加機能の解除に関する工事 1の契約者回線ごとに 
別に算定する実費相当額 

※注 4 

 

2－3．サービス品目変更に関する工事の場合 

区  分 単  位 料金額 

サービス品目変更に関する工事 1の契約者回線ごとに 
別に算定する実費相当額 

※注 4 

 

2－4．契約者回線の移転、その他の請求に基づく工事の場合 

区  分 単  位 料金額 

その他工事 1の契約者回線ごとに 
別に算定する実費相当額 

※注 4 

注 3．契約者または加入申込者が移転の際の申告により、別記に定める特定事業者および協力事

業者からの紹介にて当社が提供するサービスに契約する場合、または当社が提供するサービスの

契約を解除する場合であって、解除と同時に特定事業者および協力事業者が提供するサービスの

申込を行なう場合には、当社が定める料金表の本サービスの利用開始または契約の解除に関する

工事費を無料にします。 

注 4．実費は、工事費並びに使用する機器の代金も含め、当社が別途見積もりいたします。 

 

第 4表 損害金 

1．適用 

損害金の適用については約款第8条（契約者回線の終端）第3項に定めるところによります。 

2．損害金の額 

区 分 単 位 料金額 

端末接続装置（プレミアム、スタンダ

ード、ライト等のコース用のもの） 
1台毎に - 

端末接続装置（スピードスター160等

のコース用のもの） 
1台毎に 500 円（不課税） 

端末接続装置（無線 LAN内蔵モデム等

を付加したの場合） 
1台毎に 500 円（不課税） 
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第 5表 同時加入に伴う料金(月額)の割引 

1．適用 

利用料の適用については約款第25条（同時加入に伴う利用料の割引）によるほか、次のとおりと

します。 

2．月額料金の割引額 

対象となるインターネ

ットコース 

テレビの 

同時加入コース 

ケーブルプラス

電話又は J：COM 

PHONE プラスの

同時加入 

割引合計額(月額) 

スピードスター160 デジマックス HDD なし 1,000円（税込 1，100円） 

デジエース HDD 1,000円（税込 1，100円） 

デジスタ HDD 500円（税込 550円） 

デジマックス 1,000円（税込 1，100円） 

デジエース 1,000円（税込 1，100円） 

デジスタ 500円（税込 550円） 

デジマックス HDD あり 2，030円（税込 2，233円） 

デジエース HDD 2，030円（税込 2，233円） 

デジスタ HDD 1,530円（税込 1，683円） 

デジマックス 1，530円（税込 1，683円） 

デジエース 1，530円（税込 1，683円） 

デジスタ 1，030円（税込 1，133円） 

なし 130円（税込 143円） 

プレミアム デジマックス HDD なし 1,000円（税込 1，100円） 

デジエース HDD 1,000円（税込 1，100円） 

デジスタ HDD 500円（税込 550円） 

デジマックス 1,000円（税込 1，100円） 

デジエース 1,000円（税込 1，100円） 

デジスタ 500円（税込 550円） 

デジマックス HDD あり 1,330円（税込 1，463円） 

デジエース HDD 1,330円（税込 1，463円） 

デジスタ HDD 830円（税込 913円） 

デジマックス 1，330円（税込 1，463円） 

デジエース 1，330円（税込 1，463円） 

デジスタ 830円（税込 913円） 
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なし 130円（税込 143円） 

スタンダード デジマックス HDD なし 500円（税込 550円） 

デジエース HDD 500円（税込 550円） 

デジスタ HDD 500円（税込 550円） 

デジマックス 500円（税込 550円） 

デジエース 500円（税込 550円） 

デジスタ 500円（税込 550円） 

デジマックス HDD あり 830円（税込 913円） 

デジエース HDD 830円（税込 913円） 

デジスタ HDD 830円（税込 913円） 

デジマックス 830円（税込 913円） 

デジエース 830円（税込 913円） 

デジスタ 830円（税込 913円） 

なし 130円（税込 143円） 

ライト デジマックス HDD なし 500円（税込 550円） 

デジエース HDD 500円（税込 550円） 

デジスタ HDD 500円（税込 550円） 

デジマックス 500円（税込 550円） 

デジエース 500円（税込 550円） 

デジスタ 500円（税込 550円） 

デジマックス HDD あり 830円 (税込 913円） 

デジエース HDD 830円 (税込 913円） 

デジスタ HDD 830円 (税込 913円） 

デジマックス 830円 (税込 913円） 

デジエース 830円（税込 913円） 

デジスタ 830円（税込 913円） 

なし 130円（税込 143円） 
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【ROSENETサービスメニュー】※平成 23年 3月 31日をもって新規受付は終了します。 

サービス名 登録料（税込） 月額料金（税込） 備考 

スタンダード － 30，240円 新規販売停止 

エコノミー － 19，440円 新規販売停止 

プラチナ160メガ － 6，480円 新規販売停止 

2．セット割引額 

ROSENETインターネットサービスと、JCNテレビ又はケーブルプラス電話とのセット加入により、

ROSENETインターネットサービスから下表のとおり割引いたします。 

サービス名 セット加入サービス 

「ケーブルプラス電話」とのダブルセット 

プラチナ160メガ 1，331円（税込1，464円） 

 

3．オプションサービス 

オプションサービス名 登録料（税込） 月額料金（税込） 備考 

メールアドレス追加 0円 216円  

メールアドレス容量追加 0円 324円 5MB単位（最大100MBまで） 

ウィルスメールチェックサー

ビス 

0円 0円 全アカウント無料 

迷惑メール拒否サービス 0円 0円 全アカウント無料 

Webメールサービス 0円 0円 全アカウント無料 

ホームページ容量追加 0円 108円 5MB単位（最大100MBまで） 

PCプロテクションプラス 0円 432円 
パソコン1台追加インスト

ール毎 

 

4．独自ドメイン取得代行サービス 

サービス名 一時金（税込） 月額料金（税込） 備考 

独自ドメイン新規取得手数料 10，800円 － 新規販売停止 

ドメイン管理料 － 1，080円  

独自ドメイン名義変更手数料 8，640円 －  

独自ドメイン情報変更手数料 3，240円 －  

※基本サービスが休止となっても、「ドメイン管理料」は課金されます 
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第 5表 工事に関する費用 

1．適用 

工事に関する費用の適用については約款第 28 条（工事に関する費用の支払義務）によるほか、次のとおり

とします。 

工事費の適用 

工事費の算定 
工事費は、工事を要することとなる契約者回線等又は交換機操作

台等において行う 1の工事毎に算定いたします。 

 

2．料金額 

2－1．本サービス又は付加機能の利用開始に関する工事の場合 

区  分 単  位 料金額 

本サービスの利用開始に関する工事 

※注 1 
1の契約者回線ごとに 

別に算定する実費相当額 

※注 2 

付加機能の利用開始に関する工事 1の契約者回線ごとに 
別に算定する実費相当額 

※注 2 

 

2－2．本サービス又は付加機能の解除に関する工事の場合 

区  分 単  位 料金額 

契約の解除に関する工事 

※注 1 
1の契約者回線ごとに 

別に算定する実費相当額 

※注 2 

付加機能の解除に関する工事 1の契約者回線ごとに 
別に算定する実費相当額 

※注 2 

 

2－3．サービス品目変更に関する工事の場合 

区  分 単  位 料金額 

サービス品目変更に関する工事 1の契約者回線ごとに 
別に算定する実費相当額 

※注 2 
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2－4．契約者回線の移転、その他の請求に基づく工事の場合 

区  分 単  位 料金額 

その他工事 1の契約者回線ごとに 
別に算定する実費相当額 

※注 2 

注 1．契約者または加入申込者が移転の際の申告により、別記に定める特定事業者および協力事

業者からの紹介にて当社が提供するサービスに契約する場合、または当社が提供するサービスの

契約を解除する場合であって、解除と同時に特定事業者および協力事業者が提供するサービスの

申込を行なう場合には、当社が定める料金表の本サービスの利用開始または契約の解除に関する

工事費を無料にします。 

注 2．実費は、工事費並びに使用する機器の代金も含め、当社が別途見積もりいたします。 

 

第 6表 損害金 

1．適用 

損害金の適用については約款第8条（契約者回線の終端）第3項に定めるところによります。 

2．損害金の額 

区 分 単 位 料金額 

端末接続装置（スタンダード、エコノ

ミー用の場合） 
1台毎に - 

端末接続装置（プラチナ 160 メガ用の

場合） 
1台毎に 500 円（不課税） 
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【旧 TCV新宿デジタルエリア及び旧ケーブルビジョン新宿エリア】 

 

料金表 2 

 

通則 

（料金表の適用） 

1．インターネット接続サービス（以下「本サービス」といいます）に関する料金の適用について、

この料金表2の規定によります。 

2．当社は、旧TCV新宿デジタルエリア及び旧ケーブルビジョン新宿エリアのサービスエリアにお

ける旧TCV伝送線路設備により、当社がサービスの提供を行う契約者に限り適用します。 

（利用料等の支払義務） 

3．契約者は、加入契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日の属する月の翌月（付加

機能の提供については、その提供を開始した日の属する月）から起算して、加入契約の解除があ

った日の属する月（付加機能の廃止についても、その廃止があった日の属する月）までの期間（期

間は月単位とし、提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の月に属する場合は1ヶ月間

とします。）について、当社が本サービスの態様に応じて料金表2に規定する利用料等の支払いを

要します。 

（料金の変更） 

4．当社は、本サービスに関する料金を変更することがあります。この場合には、変更後の料金に

よります。 

（消費税相当額の加算） 

5．約款の規定により、料金表2に定める料金について支払いを要する額は、料金表2により算出さ

れた請求額の合計に消費税額を加算した額とします。なお、実際のご請求金額と、この料金表2

に規定する税込料金額の合計額が異なる場合があります。 

（料金の臨時減免について） 

6．当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、約款の規定にかかわらず、臨時に、

その料金を減免することがあります。当社は料金の減免を行ったときは、当社に掲示する等の方

法により、その旨を周知します。 
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第 1表 利用料等 

 

1．利用料 

1－1．適用 

利用料の適用については約款第26条（利用料等の支払義務）によるほか、次のとおりとします。 

1－2．料金額 

本サービスには、次表の品目及び、提供の形態による区分があります。また、本サービスは、当

社が認める場合を除き、平成 26年 10月 31日をもって、新規、変更、追加の申込み受付を終了す

るものとします。 

【インターネットサービスメニュー】 

品目 内 容 単 位 料金額（月額） 

ライト 

最大下り速度1Mbps（伝送速度は

ベストエフォート型で回線状況

により伝送速度は異なります。）

の伝送が可能なもの。 

1の契約者

回線毎に 

2,580円（税込 2,838円）  

端末接続装置使用料（1台分）を含む。 

電子メールサービスについては 1アカウン

トを利用できる（ウィルスチェック機能含

む）。 

ベーシック 

最大下り速度5Mbps（伝送速度は

ベストエフォート型で回線状況

により伝送速度は異なります。）

の伝送が可能なもの。 

1の契約者

回線毎に 

3,580円（税込 3,938円）  

端末接続装置使用料（1台分）を含む。 

電子メールサービスについては 1アカウン

トを利用できる（ウィルスチェック機能含

む）。 

ファミリー 

最大下り速度15Mbps（伝送速度

はベストエフォート型で回線状

況により伝送速度は異なりま

す。）の伝送が可能なもの。 

1の契約者

回線毎に 

3,780円（税込 4,158 円）  

端末接続装置使用料（1台分）を含む。 

電子メールサービスについては 1アカウン

トを利用できる（ウィルスチェック機能含

む）。 

エクスプレ

ス 

・最大下り速度30Mbps（伝送速

度はベストエフォート型で回線

状況により伝送速度は異なりま

す。）の伝送が可能なもの。 

1の契約者

回線毎に 

3,980円（税込 4,378円）  

端末接続装置使用料（1台分）を含む。 

電子メールサービスについては 1アカウン

トを利用できる（ウィルスチェック機能含

む）。 
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エクスプレ

ス 40 

最大下り速度40Mbps（伝送速度

はベストエフォート型で回線状

況により伝送速度は異なりま

す。）の伝送が可能なもの。 

1の契約者

回線毎に 

3,980円（税込 4,378円）  

端末接続装置使用料（1台分）を含む。 

電子メールサービスについては 1アカウン

トを利用できる（ウィルスチェック機能含

む）。 

エクスプレ

ス 110 

最大下り速度110Mbps（伝送速度

はベストエフォート型で回線状

況により伝送速度は異なりま

す。）の伝送が可能なもの。 

1の契約者

回線毎に 

4,933円（税込 5,426円）  

端末接続装置使用料（1台分）を含む。 

電子メールサービスについては 1アカウン

トを利用できる（ウィルスチェック機能含

む）。 

スピードス

ター160 

最大下り速度 160Mbps（伝送速

度はベストエフォート型で回線

状況により伝送速度は異なりま

す。）の伝送が可能なもの。 

1の契約者

回線毎に 

5,980円（税込 6,578円）  

端末接続装置使用料（1台分）を含む。 

電子メールサービスについては 1アカウン

トを利用できる（ウィルスチェック機能含

む）。 

 

 

1－2－2．定期契約期間付インターネット接続サービス料金額 

本サービスには、次表の品目及び、提供の形態による区分があります。また、本サービスは、当

社が認める場合を除き、平成26年10月31日をもって、新規、変更、追加の申込み受付を終了する

ものとします。 

【パックサービスメニュー】 

品目 内 容 単 位 料金額（月額） 定期契約期間 

NET パックス

ピードスター

160 

※注 1 

最大下り速度160Mbps（伝送速

度はベストエフォート型で回

線状況により伝送速度は異な

ります。）の伝送が可能なも

の。 

インターネット接続サービス

と電話契約で定める電話サー

ビスをパッケージしたもの。 

1の契約者

回線毎に 

4,050円（税込 4,455円） 

端末接続装置使用料（1 台

分）を含む。 

電子メールサービスについ

ては 1アカウントを利用で

きる（ウィルスチェック機

能含む）。 

12ヶ月間 

※注 2、注 3 

注 1．NETパックスピードスター160は、集合住宅に入居している方に限定し提供するもので、本

約款及び電話約款で定める加入契約者の名義と、利用する施設並びに契約の支払いが同一である

場合に加入することができます。 

注2．インターネット接続サービスのNETパックスピードスター160は、起算月から12ヶ月間の定期

契約期間があります。また、契約者は、満了月若しくは満了月の翌月（以下「更新期間」といい

ます）以外に加入契約の解除があった場合には、当社が指定する期日までに、10,000円（税込11,000

円）を支払っていただきます。ただし、契約者が居住している集合住宅が、当社が別に定める集

合住宅契約対応物件となる場合は、適用しません。 
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注3．当社は、定期契約が満了した場合には本約款を更新します。ただし、更新期間に解除の申し

出があった場合は、この限りではありません。また、契約者が、加入契約の解除の後に、再度加

入申込を行った場合は、新たに定期契約期間が適用されるものとします。 

 

1－3．利用の一時停止、停止に係る料金額 

サービスの種類 単 位 料金額（月額） 

インターネット接続サービス  1の契約者回線毎に  1,500円（税込 1,650円） 

※パックサービスメニューは、一時停止は適用しません。 

 

2．付加機能利用料 

2－1．適用 

付加機能利用料の適用については、約款第26条（利用料等の支払義務）に定めるところによりま

す。 

 

2－2．付加機能の種類等 

付加機能の利用については、当社が認める場合を除き、平成26年10月31日をもって、新規、変更、

追加の申込み受付を終了するものとします。 

区 分 提供条件 

種類 内容 単位 料金（月額） 登録手数料 

ホームページ

新設 

wwwサーバ上へのホ

ームページ開設ディ

スク容量 

1GB 500円（税込550円） 
付加機能料金に含

む 

メールアドレ

ス追加サービ

ス 

メールサーバー上へ

のメールアカウント

設定最大 5 メールア

カウントまで 

追加 

1メールアカウント 
300円（税込330円） 

付加機能料金に含

む 

追加 

2メールアカウント 
600円（税込660円） 

追加 

3メールアカウント 
800円（税込880円） 

追加 

4メールアカウント 
900円（税込990円） 

固定グローバ

ル IPサービス 
固定のグローバルア

ドレスを与える 

1契約 

1個当たり 

2,000円（税込2,200

円） 

3,000円（税込3,300

円） 

安心パック 

（パソコンセ

キュリティ    

サービス） 

ウイルスなどの不正

活動からパソコンを

守る機能 

パソコン 

1台目 
200円（税込220円） 

付加機能料金に含

む 

2台目以降 

のパソコン1台毎 
300円（税込330円） 

付加機能料金に含

む 
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3．解除料 

3－1．（削除） 

3－2．（削除）  

 

第 2表 手続きに関する料金等 

 

1．適用 

手続きに関する料金等の適用については約款第27条（手続きに関する料金等の支払義務）及び第

31条（延滞処理）第1項によります。 

 

2．料金額 

2―1 延滞処理に伴う手数料 

区 分 単 位 手数料の額 

延滞手数料  1契約者回線毎に  600円（税込 660円） 

 

2－2 その他の手続きに伴う手数料 

区 分 単 位 手数料の額 

契約事務手数料 1手続き毎に 3，000円(税込 3，300円) 

コース変更手数料 1手続き毎に 別に算出する実費相当額 

その他の手続きに関する

手数料 
1手続き毎に 別に算出する実費相当額 

 

第 3表 工事に関する費用 

1．適用 

工事に関する費用の適用については約款第 28条（工事に関する費用の支払義務）によるほか、次

のとおりとします。 

工事費の適用 

工事費の算定 
工事費は、工事を要することとなる契約者回線等又は交換機操作

台等において行う 1の工事毎に算定いたします。 

 

2．料金額 

2－1 本サービス又は付加機能の利用開始に関する工事の場合 

区 分 単 位 料金額 

本サービスの利用開始に関する工事 1の契約者回線ごとに 別に算定する実費相当額 
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※注 1 ※注 2 

付加機能の利用開始に関する工事 1の契約者回線ごとに 
別に算定する実費相当額 

※注 2 

 

2―2 本サービス又は付加機能の解約に関する工事の場合 

区 分 単 位 料金額 

契約の解除に関する工事 

※注 1 
1の契約者回線ごとに 

別に算定する実費相当額 

※注 2 

付加機能の解除に関する工事 1の契約者回線ごとに 
別に算定する実費相当額 

※注 2 

 

2―3 サービス品目変更に関する工事の場合 

区 分 単 位 料金額 

サービス品目変更に関する工事 1の契約者回線ごとに 
別に算定する実費相当額 

※注 2 

 

2―4 契約者回線の移転、その他の請求に基づく工事の場合 

区 分 単 位 料金額 

その他工事 1の契約者回線ごとに 
別に算定する実費相当額 

※注 2 

注 1．契約者または加入申込者が移転の際の申告により、別記 1 に定める特定事業者および協力

事業者からの紹介にて当社が提供するサービスに契約する場合、または当社が提供するサービス

の契約を解除する場合であって、解除と同時に特定事業者および協力事業者が提供するサービス

の申込を行なう場合には、当社が定める料金表の本サービスの利用開始または契約の解除に関す

る工事費を無料にします。 

注 2．実費は、工事費並びに使用する機器の代金も含め、当社が別途見積もりいたします。 
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第 4表 損害金 

1．適用 

損害金の適用については約款第8条（契約者回線の終端）第3項に定めるところによります。 

2．損害金の額 

区 分 種 類 料金額（1台当り） 

端末接続装置 

ライトからエクスプレス 40用 - 

エクスプレス 110用 500 円（不課税） 

スピードスター160用 500 円（不課税） 

 

（インターネット接続サービス料金の計算） 

インターネット接続サービス料金は、月額料金とし、日割り計算は行わないものとします。 

 

（インターネット接続サービス料金の支払期間） 

契約者は、当社が契約者の契約したインターネット接続サービスの提供を開始した日の属する月

の翌月から、加入契約の解除などによりその加入契約が終了した日の属する月までの分の、イン

ターネット接続サービス料金を支払うものとします。 

 

（インターネット接続サービス料金の支払方法） 

契約者は、原則として、次の各号に掲げる支払方法から一を選択して、インターネット接続サー

ビスの料金を支払うものとします。 

 （1）金融機関預金口座振替 

 （2）郵便貯金自動払込 

 （3）クレジットカード決済 

2 前項の規定にかかわらず、契約者と当社は、協議して同項各号に掲げる支払方法以外の支払方

法を定めることができるものとします。この場合、契約者は、金融機関の手数料、印紙代その他

の追加的に発生する費用を負担するものとします。 
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（金融機関預金口座振替） 

当社は、契約者が金融機関預金口座振替による支払方法を選択した場合は、契約者が指定する預

金口座から料金を引落とします。この場合、加入者は、次に掲げる預金口座振替規程に同意する

ものとします。 

預金口座振替規程 

 

1．銀行（金庫、組合）に請求書が送付されたときは、私に通知することなく請求書記載金額を

預金口座から引落しのうえ支払ってください。この場合、預金規程または当座勘定規程にかか

わらず、預金通帳、同払戻請求書の提出または小切手の提出はしません。 

2．振替日において請求書記載金額が預金口座から払戻すことのできる金額（当座貸越を利用で

きる範囲内の金額を含む）をこえるときは、私に通知することなく、請求書を返却してもさし

つかえありません。 

3．この契約を解除するときは、私から銀行に書面により届出ます。なお、この届出がないまま

長期間にわたり会社から請求がないなど相当の事由があるときは、とくに申出をしない限り、

銀行はこの契約が終了したものとして取扱ってさしつかえありません。 

4．この預金口座振替についてかりに紛議が生じても、銀行の責めによる場合を除き、銀行には

迷惑をかけません。 

2 契約者は、金融機関預金口座振替による支払方法を選択した場合、金融機関の手続が完了する

までに 1 ないし 2 ヶ月程度を要することがあり、手続完了後の初回引落しのときに、その間のイ

ンターネット接続サービス料金と付帯サービス料金が合算して引き落とされる場合があることを

容認するものとします。 

 

（郵便貯金自動払込） 

当社は、契約者が郵便貯金自動払込による支払方法を選択した場合は、契約者が指定する郵便貯

金口座から料金を引落とします。 

2 契約者は、郵便貯金自動払込による支払方法を選択した場合、郵便局の手続が完了するまでに

1 ないし 2 ヶ月程度を要することがあり、手続完了後の初回引落しのときに、その間のインター

ネット接続サービス料金と付帯サービス料金等が合算して引き落とされる場合があることを容認

するものとします。 
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（クレジットカード決済） 

契約者は、クレジット決済による支払方法を選択した場合は、次に掲げるクレジットカード支払

に関する特約に同意するものとします。 

クレジットカード支払いに関する特約 

 

1．契約者は、契約者が当社に支払うべきインターネット接続サービスの料金及び付帯サービス

料金等を、契約者が指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規約に基づいて支

払うものとします。 

2．契約者は、契約者から当社に申し出をしない限り継続して前項と同様に支払うものとします。

また、当社が、契約者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示により、契約者が

届け出たクレジットカード以外で当社が代金請求をした場合も、前項と同様に支払うものとし

ます。 

3．契約者は、当社に届け出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合、遅滞なく

当社にその旨を連絡するものとします。 

4．当社は、契約者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、契約者

の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、当社又は契約者の指定

したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除できるものとします。 

 

（料金支払いの遅滞） 

契約者は、インターネット接続サービス料金及び付帯サービス料金を、当社が別に定める支払期

日その他所定の支払期日（以下「支払期日」といいます）までに支払うものとします。 

2 契約者は、支払期日までに料金を支払わなかった場合は、支払期日の翌日から起算して、支払

がなされた日までの日数に対し、年 14．6％の割合で日割計算した金額の遅延損害金を支払うも

のとします。 

3 当社は、支払期日までに料金の支払いが行われなかった場合は、その契約者に改めて支払期日

を定めて支払いの催告をするものとします。 

4 当社は、前項の催告をしたにもかかわらず、催告の支払期日までに料金の支払いが行われなか

った場合は、インターネット接続サービスの提供を停止するものとします。 

5 当社は、前項の規定によりインターネット接続サービスの提供を停止した契約者が、インター

ネット接続サービスの提供を停止した日から起算して 15 日以内に未払金及び遅延損害金を支払

ったときは、速やかにインターネット接続サービスの提供を再開するものとします。 

6 当社は、第 4項の規定によりインターネット接続サービスの提供を停止した契約者が、インタ

ーネット接続サービスの提供を停止した日から起算して 15 日を経過しても未払金及び遅延損害

金を支払わない場合は、インターネット接続サービスの加入契約を解除するものとします。 

7 当社は、前項の規定によりインターネット接続サービスの加入契約を解除された契約者が再度

加入申込みを行った場合は、加入申込みを承諾しないことがあります。 
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附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成 23年 4月 1日から実施します。 

（経過措置） 

2 平成 23年 7月 31日時点で、ROSENETインターネットサービスメニューを契約している契約者

については、平成 23年 8月 1日より JCNインターネットサービスメニューに自動で移行となりま

す（プラチナ 160メガとケーブルプラス電話を併せて契約している契約者を除きます）。 

3 平成 22年 10月 1日から平成 23年 3月 31日までに契約した契約者は、約款第 7条（最低利用

期間）の規定する最低利用期間を 3ヶ月とします。 

4 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった料金額その他債務については、

従前どおりとします。 

5 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、従前どおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成 23年 11月 1日から実施します。 

（経過措置） 

2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった料金額その他債務については、

従前どおりとします。 

3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、従前どおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成 24年 1月 1日から実施します。 

（経過措置） 

2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった料金額その他債務については、

なお従前のとおりとします。 

3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成 24年 3月 12日から実施します。 

 

 

（経過措置） 
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2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった料金額その他債務については、

なお従前のとおりとします。 

3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成 24年 7月 12日から実施します。 

（経過措置） 

2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった料金額その他債務については、

なお従前のとおりとします。 

3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成 24年 7月 20日から実施します。 

（経過措置） 

2 付加機能の「ケーブル TV Wi-Fi」を追加した契約者は、平成 24年 7月 20日から平成 24年 12

月 31日まで「ケーブル TV Wi-Fi」付加機能利用料の支払いを要しません。 

3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった料金額その他債務については、

なお従前のとおりとします。 

4 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成 24年 10月 1日から実施します。 

（経過措置） 

2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった料金額その他債務については、

なお従前のとおりとします。 

3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成 24年 11月 23日から実施します。 

 

 

（経過措置） 



JCNインターネット加入契約約款（港・新宿エリア） 

 51 

2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった料金額その他債務については、

なお従前のとおりとします。 

3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成 25年 3月 26日から実施します。 

（経過措置） 

2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった料金額その他債務については、

なお従前のとおりとします。 

3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成 25年 7月 19日から実施します。 

（経過措置） 

2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった料金額その他債務については、

なお従前のとおりとします。 

3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成 25年 10月 1日から実施します。 

（経過措置） 

2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった料金額その他債務については、

なお従前のとおりとします。 

3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成 25年 11月 1日から実施します。 

（経過措置） 

2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった料金額その他債務については、

なお従前のとおりとします。 

3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。 
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附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成 25年 12月 1日から実施します。 

（経過措置） 

2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった料金額その他債務については、

なお従前のとおりとします。 

3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成 26年 1月 15日から実施します。 

（経過措置） 

2 削除 

3 削除 

4 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった料金額その他債務については、

なお従前のとおりとします。 

5 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成 26年 2月 20日から実施します。 

（経過措置） 

2 平成 26 年 2 月 5 日の時点で本サービスを利用していた契約者に対しては、本約款料金表に規

定するメールボックス容量は 100MB での提供となります。ただし、平成 26 年 2 月 6 日から平成

26 年 3月 31日までの間に順次 100MBから 2GBへ移行するものとします。 

3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった料金額その他債務については、

なお従前のとおりとします。 

4 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成 26年 4月 1日から実施します。 

（経過措置） 

 

 

2 本約款料金表に定める料金額等及び附則に記した料金額等の支払いに要する消費税相当額（附
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則に記した消費税相当額は、改正日における税率で表記するものとします）については、平成26

年3月31日までは税率5％を加算した額とし、平成26年4月1日からは税率8％を加算した額にて計算

するものとします。なお、実際のご請求金額と、本約款料金表及び附則に規定する税込の料金額

と合計の料金額が異なる場合があります。 

3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった料金額その他債務については、

なお従前のとおりとします。 

4 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成 26年 5月 19日から実施します。 

（経過措置） 

2 平成26年5月31日に、当社が別に定める旧TCVインターネット接続サービス契約約款に契約して

いる契約者は、平成26年6月1日に本約款の料金表2の契約へ移行するものとし、本サービスを継続

し提供するものとします。なお、契約者が移行した旧TCVインターネット接続サービス契約約款は、

平成26年5月31日をもって廃止するものとします。 

3 当社が別に定めるJ：COMインターネット接続サービス契約約款（平成26年5月19日制定）に、

本約款の契約者が加入する場合は、既に契約しているIPアドレスは3個まで移行出来るものとしま

す。なお、4個以上契約している場合は、解除を行った上で移行するものとします。 

4 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった料金額その他債務については、

なお従前のとおりとします。 

5 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成 26年 6月 1日から実施します。 

（経過措置） 

2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった料金額その他債務については、

なお従前のとおりとします。 

3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成 26年 7月 1日から実施します。 

（経過措置） 

2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった料金額その他債務については、
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なお従前のとおりとします。 

3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成 26年 9月 4日から実施します。 

（経過措置） 

2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった料金額その他債務については、

なお従前のとおりとします。 

3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成 26年 11月 1日から実施します。 

（経過措置） 

2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった料金額その他債務については、

なお従前のとおりとします。 

3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成 27年 1月 1日から実施します。 

（経過措置） 

2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった料金額その他債務については、

なお従前のとおりとします。 

3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成 27年 4月 1日から実施します。 

（経過措置） 

2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった料金額その他債務については、

なお従前のとおりとします。 

3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 
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（実施時期） 

この改正規定は、平成 27年 7月 1日から実施します。 

（経過措置） 

2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった料金額その他債務については、

なお従前のとおりとします。 

3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正規定は、平成 30年 3月 1日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正規定は、平成 30年 7月 1日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正規定は、平成 31年 1月 1日から実施します。 

（契約に関する経過措置） 

この改正規定実施の際現に、合併前の株式会社ジェイコム港新宿との間で締結している JCN イン

ターネット加入契約約款に係る契約は、この改正規定実施の日において当社が提供する JCN イン

ターネット加入契約約款（港・新宿局）に移行したものとします。 

（料金の支払いに関する経過措置） 

この改正実施前に支払いまたは支払われなければならなかった合併前の株式会社ジェイコム港新

宿の契約規定により生じた料金その他の責務については、この改正規定実施の日において、当社

が譲り受けるものとし、その請求その他の取扱いについては、改正後の規定に準じて取り扱いま

す。 

（改正前の規定による手続き等の効力） 

この改正規定実施前に、改正前の規定によりなされた合併前の株式会社ジェイコム港新宿のサー

ビスに関する手続きその他の行為は、この附則に規定する場合のほか、この改正規定中にこれに

相当する規定があるときは、この改正規定によってなされた当社の JCN インターネット加入契約

約款（港・新宿局）に関する手続きその他の行為とします。 

 

 

附則 

（実施期日） 
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この改正規定は、平成 31年 2月 1日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正規定は、平成 31年 3月 1日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正規定は、平成 31年 4月 1日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正規定は、2019年 6月 1日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正規定は、2019年 9月 1日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正規定は、2019年 10 月 1日から実施します。 

（経過措置）  

この改正実施の際に、消費税を伴う場合の税込額（地方消費税を含む）は、本約款に定めるとお

りとします。この改正実施前にかかる料金については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正規定は、2020年 7月 1日から実施します。 

 

（実施期日） 

この改正規定は、2021年 7月 1日から実施します。 

 

（実施期日） 

この改正規定は、2024年 4月 1日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、2024年 7月 15日から実施します。 
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（実施期日） 

この改正規定は、2025年 7月 1日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、2026年 3月 1日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、2026年 4月 1日から実施します。 

（ジェイコム各社の組織再編に伴う債権債務の承継について） 

株式会社ジェイコム東京、株式会社ジェイコム札幌、株式会社ジェイコム湘南・神奈川、株式会

社ジェイコム埼玉・東日本、株式会社ジェイコム千葉、土浦ケーブルテレビ株式会社、株式会社

ジェイコムウエスト、株式会社ジェイコム九州、大分ケーブルテレコム株式会社の 9 社は、株式

会社ジェイコム東京を存続会社とする吸収合併を 2026年 4月 1日付で実施します。（以下、「組織

再編」といいます） 

また、存続会社である株式会社ジェイコム東京は、2026 年 4 月 1 日付で JCOM マーケティング株

式会社に商号変更します。 

この組織再編に伴い、消滅会社となるジェイコム各社が有する一切の債権および債務は、2026年

4 月 1日をもって JCOMマーケティング株式会社が承継します。当該債権の請求その他の取扱いに

ついては、本約款の定めに従うものとします。 


